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区
議
会
で
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
に

議
会
活
動
を
よ
り
一
層
広
く
お
知
ら

せ
す
る
た
め
、
本
会
議
の
ほ
か
決
算

審
査
特
別
委
員
会
お
よ
び
予
算
審
査

特
別
委
員
会
の
模
様
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
生
・
録
画
中
継
し
て
い
ま
す
。

区
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
傍
聴
も
可
能
で
す
。

時▢
﹇
令
和
4
年
度
予
算
審
査
特
別

委
員
会
﹈

₉
月
₂₂
日
（
木
）
午
前
₁₀
時
〜

﹇
令
和
3
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員

会
﹈

₉
月
₂₆
日
（
月
）・
₂₇
日
（
火
）・
₂₉

日
（
木
）・
₃₀
日
（
金
）、
₁₀
月
₃
日

（
月
）
午
前
₁₀
時
〜

人▢
傍
聴
定
員
₃₀
人

※
開
会
後
も
定
員
に
空
き
が
あ
れ
ば

傍
聴
可
能

申▢
当
日
、
区
議
会
事
務
局
へ

問▢
区
議
会
事
務
局
議
事
係
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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定

基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が

実
施
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

﹇
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
﹈

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い

る
方

○ 

₆₅
歳
以
上
で
あ
る

○ 

世
帯
員
全
員
の
区
民
税
が
非
課
税

と
な
っ
て
い
る

○ 

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の

合
計
が
約
₈₈
万
円
以
下
で
あ
る

﹇
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
﹈

　
前
年
の
所
得
額
が
約
4
7
2
万
円

以
下
の
方

請
求
の
手
続
き

﹇
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
お
受
け
取
り
い
た
だ
け
る
方
﹈

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書
が
送

付
さ
れ
て
い
ま
す
。
₉
月
₃₀
日（
金
）

ま
で
に
請
求
書
を
提
出
で
き
な
か
っ

た
場
合
も
手
続
き
は
可
能
で
す
。
令

和
₅
年
₁
月
₄
日
（
水
）
ま
で
に
手

続
き
が
完
了
す
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
令
和
₄
年
₁₀
月
分
か
ら
給
付
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
年
金
を
受
給
し
始
め
る
方
﹈

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年

金
事
務
所
、
ま
た
は
区
民
課
年
金
係

で
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か

ら
、
口
座
番
号
を
聞
い
た
り
、
手
数

料
な
ど
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の

問
合
先
﹈

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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問▢
区
民
課
年
金
係
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区
で
は
、
小
学
校
お
よ
び
中
学
校

に
入
学
す
る
際
に
通
学
区
域
外
の
学

校
を
選
択
で
き
る「
学
校
選
択
制
度
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
令
和
₅
年
度

新
入
生
の
取
り
扱
い
は
次
の
と
お
り

で
す
。

※
義
務
教
育
学
校
へ
の
入
学
は
小
学

校
へ
の
入
学
、
義
務
教
育
学
校
新
₇

年
生
へ
の
進
級
は
中
学
校
へ
の
入
学

と
同
様
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

﹇
学
校
選
択
制
度
の
対
象
者
﹈

　
令
和
₅
年
度
に
区
立
小
学
校
お
よ

び
中
学
校
へ
入
学
予
定
の
区
内
在
住

の
方
で
、
提
出
期
限
ま
で
に
学
校
選

択
希
望
票
（
以
下
「
希
望
票
」）
を
提

出
で
き
る
方

﹇
学
校
選
択
で
き
る
学
校
の
範
囲
﹈

　
小
学
校
は
、
児
童
（
新
₁
年
生
）

が
徒
歩
₃₀
分
以
内
で
通
学
で
き
る
学

校
と
し
ま
す
。
こ
れ
を
満
た
さ
な
い

場
合
は
、
希
望
票
の
受
付
は
で
き
ま

せ
ん
。

　
中
学
校
は
、
区
内
全
域
と
し
ま
す
。

※
必
ず
希
望
校
に
入
学
で
き
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

﹇
学
校
選
択
す
る
際
の
注
意
﹈

　
₉
月
₁₆
日
に
送
付
し
た
「
学
校
ガ

イ
ド
」
を
よ
く
読
み
、
ご
家
族
で
相

談
の
う
え
、
慎
重
に
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。

﹇
住
民
登
録
地
へ
の
生
活
実
態
調
査
﹈

　
学
校
選
択
制
度
の
公
正
な
運
用
の

た
め
、
必
要
に
応
じ
て
住
民
登
録
地

へ
の
生
活
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
。

希
望
票
の
提
出
期
限
は

11
月
4
日
（
金
）
必
着

﹇
希
望
票
の
送
付
﹈

　
希
望
票
は
送
付
し
た
「
学
校
ガ
イ

ド
」
の
巻
末
に
と
じ
込
ん
で
い
ま
す
。

小
学
校
新
₁
年
生
に
は
保
護
者
あ
て

に
郵
送
し
ま
し
た
。
中
学
校
新
₁
年

生
で
、
区
立
学
校
在
籍
者
に
は
在
籍

学
校
を
通
じ
て
配
付
し
、
そ
れ
以
外

の
学
校
の
在
籍
者
に
は
保
護
者
あ
て

に
郵
送
し
ま
し
た
。

﹇
希
望
票
の
提
出
﹈

○ 
小
学
校
新
₁
年
生

　
通
学
区
域
外
の
区
立
小
学
校
・
義

務
教
育
学
校
へ
の
入
学
を
希
望
す
る

方
、
私
立
・
国
立
小
学
校
へ
の
受
験

予
定
が
あ
る
方
、
区
外
の
公
立
小
学

校
へ
の
区
域
外
就
学
予
定
が
あ
る
方

は
、
希
望
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

専
用
封
筒
で
学
務
課
あ
て
に
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

○ 

中
学
校
新
₁
年
生

　
通
学
区
域
の
指
定
校
に
入
学
す
る

場
合
も
含
め
、
希
望
票
を
全
員
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
区
立
学
校
在
籍
者

は
、
在
籍
学
校
に
提
出
し
、
そ
れ
以

外
の
学
校
在
籍
者
は
、
専
用
封
筒
で

学
務
課
あ
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
期
限
ま
で
に
希
望
票
を
提
出

さ
れ
な
い
場
合
は
、
通
学
区
域
の
指

定
校
へ
の
入
学
予
定
者
と
み
な
し
ま

す
。

﹇
希
望
票
の
提
出
期
限
﹈

₁₁
月
₄
日
（
金
）
必
着

希
望
者
多
数
の
場
合
は

公
開
抽
選
を
実
施

　
希
望
者
が
受
け
入
れ
可
能
な
人
数

を
超
過
し
た
場
合
は
公
開
抽
選
を
行

い
、
当
選
者
と
補
欠
者
の
順
位
を
決

定
し
ま
す
※
抽
選
対
象
の
方
に
は
個

別
に
通
知
し
ま
す
。

　
公
開
抽
選
後
に
入
学
予
定
者
の
転

出
、
私
立
学
校
入
学
等
に
よ
り
希
望

校
の
受
け
入
れ
可
能
な
人
数
に
空
き

が
生
じ
た
場
合
は
、
補
欠
順
位
の
上

位
者
か
ら
順
次
繰
り
上
げ
を
行
い
ま

す
。
最
終
的
に
繰
り
上
げ
と
な
ら
な

か
っ
た
方
は
、
通
学
区
域
の
指
定
校

へ
の
入
学
予
定
者
と
な
り
ま
す
。

﹇
公
開
抽
選
日
（
予
定
）﹈

小
学
校
：
₁₂
月
₇
日
（
水
）

中
学
校
：
₁₂
月
₈
日
（
木
）

学
校
公
開
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

各
学
校
の
情
報
を
提
供

　
学
校
選
択
の
参
考
と
し
て
学
校
公

開
や
、
各
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
「
学
校

ガ
イ
ド
」
お
よ
び
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問▢
学
務
課
学
事
係
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小
学
校・義
務
教
育
学
校
新
1
年

生
の
就
学
時
健
康
診
断
の
実
施

　
令
和
₅
年
₄
月
に
小
学
校
・
義
務

教
育
学
校
新
₁
年
生
に
な
る
お
子
さ

ん
の
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す
。
就

学
時
健
康
診
断
通
知
書
を
「
学
校
ガ

イ
ド
」
に
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、

指
定
さ
れ
た
日
時
、
場
所
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

※
健
診
を
中
止
す
る
場
合
は
、
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
情
報
を
掲
載
し
ま
す

の
で
、
来
校
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

﹇
受
診
時
の
お
願
い
﹈

○ 

マ
ス
ク
の
着
用
と
手
指
消
毒
を
お

願
い
し
ま
す
。

○ 

発
熱
・
風
邪
症
状
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
日
の
受
診
を
控
え
て
く
だ

さ
い
。

○ 

来
校
時
、
発
熱
・
風
邪
症
状
等
が

み
ら
れ
た
場
合
は
、
受
診
を
お
断

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○ 

感
染
症
対
策
を
行
い
な
が
ら
実
施

す
る
た
め
、
例
年
よ
り
時
間
を
要

し
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○ 

付
き
添
い
の
保
護
者
は
、
お
一
人

で
お
願
い
し
ま
す
。

問▢
学
務
課
給
食
保
健
係
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小
学
校・義
務
教
育
学
校
新
1
年
生

向
け
入
学
準
備
費
の
支
給
に
つ
い
て

　
令
和
₅
年
₄
月
に
国
公
立
の
小
学

校
・
義
務
教
育
学
校
に
入
学
予
定
の

お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済

的
に
お
困
り
の
保
護
者
の
方
に
、
就

学
援
助
制
度
に
よ
る
入
学
準
備
費
を

入
学
前
の
₃
月
に
支
給
し
ま
す
。
支

給
対
象
や
申
請
方
法
等
の
ご
案
内
お

よ
び
申
請
書
を
「
学
校
ガ
イ
ド
」
に

同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問▢
学
務
課
学
事
係
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子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
は
、
₁₅

歳
到
達
後
の
最
初
の
₃
月
₃₁
日
（
中

学
₃
年
生
）
ま
で
の
お
子
さ
ん
が
、

医
療
機
関
等
で
受
診
し
た
際
の
保
険

診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

　
乳◯
・
子◯
医
療
証
を
現
在
お
持
ち
の

方
に
、
₁₀
月
₁
日
（
土
）
か
ら
使
用

で
き
る
新
し
い
医
療
証（
淡
い
緑
色
）

を
発
送
し
ま
し
た
。

﹇
医
療
証
利
用
上
の
注
意
﹈

○ 

₁₀
月
か
ら
は
新
し
い
医
療
証
を
健

康
保
険
証
と
併
せ
て
医
療
機
関
等

の
窓
口
に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

○ 

医
療
証
を
取
り
扱
わ
な
い
医
療
機

関
（
都
外
等
）
で
受
診
し
た
場
合

は
後
日
、
区
に
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
の
支
給
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
医
療
証
に
同
封
の
「
子

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
て
び
き
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
令
和
₅
年
₄
月
開
始
予
定
の
高
校

生
相
当
年
齢
の
方
へ
の
医
療
費
助
成

に
つ
い
て
は
、
順
次
お
知
ら
せ
し
ま

す
。問▢

こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係
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